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沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日
に
提
出
し
た
「
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
の
意
義
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
及
び
「
沖
縄
振
興
一
括

交
付
金
の
交
付
決
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
を
踏
ま
え
、
令
和
二
年
四
月
十
五
日
に
提
出
し
た
「
沖

縄
振
興
一
括
交
付
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
が
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
十
四
号
）
の
目
的
で
あ
る
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
そ
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
沖
縄

の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
豊
か
な
住
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
」
と
の
趣
旨
に
基
づ
き
創
設
さ

れ
、
沖
縄
振
興
に
資
す
る
事
業
を
県
が
自
主
的
な
選
択
に
基
づ
い
て
実
施
で
き
る
使
途
の
自
由
度
の
高
い
交
付
金
で
あ
り
、
県

の
主
体
性
を
よ
り
尊
重
す
る
沖
縄
振
興
策
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
国
の
直
轄
事
業
予
算
が
増
額
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
交
付
金
が
減
額
さ
れ
て
い
る
状
況
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
は
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
」
す
る
と
し
た
沖
縄
振
興

特
別
措
置
法
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
は
言
い
難
い
と
の
観
点
か
ら
質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

本
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
に
内
閣
衆
質
二
〇
一
第
一
七
五
号
「
衆
議
院
議
員
下
地
幹
郎
君
提
出
沖
縄
振

興
一
括
交
付
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
以
下
「
本
件
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
踏
ま
え
、
再
度
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 



 

２ 

 

一 

本
件
答
弁
書
の
「
一
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
御
指
摘
の
『
内
閣
府
所
管
沖
縄
振
興
予
算
（
特
別
会
計
へ
の
繰
入
含
む
）
の

執
行
状
況
は
、
第
一
・
四
半
期
が
六
・
四
％
、
第
二
・
四
半
期
が
五
・
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
・
四
半
期
は
二
十

五
・
四
％
、
第
四
・
四
半
期
は
六
十
三
・
〇
％
と
な
っ
て
い
た
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と

し
て
い
る
。 

 
 

そ
こ
で
、
沖
縄
振
興
予
算
に
つ
い
て
、
財
務
省
が
定
期
的
に
公
表
し
て
い
る
「
予
算
使
用
の
状
況
」
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
四
年
度
以
降
、
各
年
度
の
四
半
期
別
に
、
予
算
執
行
額
を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
沖
縄
振
興
予
算
の
執
行
が
年
度
の
後
半
に
集
中
し
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
が
認
識
し

て
い
る
主
な
も
の
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

本
件
答
弁
書
の
「
一
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
御
指
摘
の
『
内
閣
府
所
管
沖
縄
振
興
予
算
（
特
別
会
計
へ
の
繰
入
含
む
）
の

執
行
状
況
は
、
第
一
・
四
半
期
が
六
・
四
％
、
第
二
・
四
半
期
が
五
・
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
・
四
半
期
は
二
十

五
・
四
％
、
第
四
・
四
半
期
は
六
十
三
・
〇
％
と
な
っ
て
い
た
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と

し
な
が
ら
、
「
御
指
摘
の
『
内
閣
府
所
管
沖
縄
振
興
予
算
（
特
別
会
計
へ
の
繰
入
含
む
）
の
執
行
状
況
』
は
、
各
事
業
等
が

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
て
実
施
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
『
執
行
が
年
度
の
後
半
に
集
中
し
て
い
る



 

３ 

 

状
況
と
な
っ
て
い
る
理
由
』
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
沖
縄
振
興
予
算
の
執
行
が
年

度
の
後
半
に
集
中
し
て
い
る
事
実
を
認
め
て
い
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
本
件
答
弁
書
の
「
一
に
つ
い
て
」
の
後
段
で
示
さ
れ
た
財
務
省
公
表
の
「
予
算
使
用
の
状
況
」
に
基
づ
く
平
成

二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
の
執
行
状
況
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
年
度

に
お
い
て
、
年
度
の
後
半
で
あ
る
第
三
・
四
半
期
及
び
第
四
・
四
半
期
に
予
算
の
執
行
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。 

 
 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
沖
縄
振
興
予
算
及
び
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
の
執
行
が
年
度
の
後
半
に
集
中
し
て
い
る
状
況
は
明

ら
か
で
あ
る
が
、
内
閣
府
が
そ
の
状
況
を
従
前
よ
り
把
握
し
て
い
な
が
ら
改
善
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
沖
縄
振
興
予
算
及

び
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
お
い
て
、
毎
年
度
、
多
額
の
繰
越
・
不
用
が
発
生
し
て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
の
創
設
以
降
、
繰
越
率
及
び
不
用
率
は
高
い
水
準
で
推
移
し
て
お

り
、
両
者
を
合
計
し
た
割
合
は
常
に
二
割
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
毎
年
度
、
多
額
の
繰
越
・
不
用
が
発
生
し
て
い

る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
場
合
は
、
政
府
が
認
識
し
て
い
る
主
な
も
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の
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 
本
件
答
弁
書
の
「
三
及
び
五
に
つ
い
て
」
で
は
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
、
「
内
閣
府
及
び
沖
縄
振
興
公
共
投

資
交
付
金
の
交
付
対
象
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
に
お
い
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
補
助
事
業
者
等
の
申
請
に
応
じ
、
近
年
で
は
、
各
年
度
に
お

け
る
交
付
決
定
額
の
九
割
程
度
又
は
そ
れ
以
上
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
上
半
期
に
交
付
決
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
交
付
決
定
後
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
助
事
業
等
の
進
捗
等
に
応
じ
て
、
適
時
適
切
に
必
要
な
支
出
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
令
和
二
年
四
月
三
日
に
受
領
し
た
「
衆
議
院
議
員
下
地
幹
郎
君
提
出
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
の
交
付

決
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二
〇
一
第
一
三
六
号
）
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
の
交
付

決
定
額
に
つ
い
て
は
「
年
度
単
位
で
把
握
し
て
い
る
が
、
四
半
期
ご
と
の
集
計
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
行
う
た

め
に
は
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
件
答
弁
書
の
「
三
及
び
五
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
半
期
ご
と
に
集
計
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
沖
縄
振
興
一
括

交
付
金
に
つ
い
て
、
創
設
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
度
以
降
、
各
年
度
の
半
期
（
上
半
期
・
下
半
期
）
別
に
、
交
付
決
定
額
を
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示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
同
交
付
金
の
一
層
の
適
正
な
交
付
・
執
行
と
い
う
観
点
か
ら
、
各
年
度
の
四
半
期
別
に
、
交
付
決
定
額
を
把
握
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

本
件
答
弁
書
の
「
三
及
び
五
に
つ
い
て
」
で
は
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
、
「
内
閣
府
及
び
沖
縄
振
興
公
共
投

資
交
付
金
の
交
付
対
象
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
」
に
お
い
て
「
近
年
で
は
、
各
年
度
に
お
け
る
交
付
決
定
額
の
九
割
程
度
又

は
そ
れ
以
上
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
上
半
期
に
交
付
決
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
、
年
度
の
後
半
に
予
算
の
執
行
が
集
中
し
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
「
内
閣
府
及
び
沖
縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金
の

交
付
対
象
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
」
が
各
年
度
の
上
半
期
に
行
っ
た
と
す
る
当
該
年
度
の
交
付
決
定
額
の
「
九
割
程
度
又
は

そ
れ
以
上
の
額
」
の
交
付
決
定
が
速
や
か
な
予
算
の
執
行
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
現
状
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
何
が
理
由

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

本
件
答
弁
書
の
「
三
及
び
五
に
つ
い
て
」
で
は
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
、
交
付
決
定
後
は
、
補
助
金
等
に
係

る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
助
事
業
等

の
進
捗
等
に
応
じ
て
「
適
時
適
切
に
必
要
な
支
出
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 
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そ
こ
で
、
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
、
近
年
（
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
）
の
各
年
度
に
お
い

て
、
当
該
年
度
の
上
半
期
に
交
付
決
定
し
た
予
算
額
の
う
ち
、
①
当
該
年
度
の
上
半
期
の
支
出
額
、
②
当
該
年
度
の
下
半
期

の
支
出
額
、
③
当
該
年
度
に
支
出
で
き
ず
に
翌
年
度
へ
の
繰
越
又
は
不
用
と
な
っ
た
額
の
別
に
示
さ
れ
た
い
。
把
握
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
把
握
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


